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１．はじめに

  当社は、原子力安全・保安院、福井県等からの総点検指示に基づき、平成１４年

９月２０日に「原子力施設にかかる自主点検作業の適切性確保に関する総点検計画

書」（以下、「総点検計画書」という。）を提出した。

　その後、「総点検計画書」、原子力安全・保安院からの指示文書「原子力施設にか

かる自主点検作業の適切性確保に関する総点検の今後の進め方について」（平成14・

09・25 原院第１号）および「東京電力株式会社福島第一原子力発電所１号機におけ

る格納容器漏えい率検査の偽装を踏まえた総点検追加指示について」（平成 14・10・

25 原院第 4 号）に基づき、当社原子力発電所における自主点検作業について、

（１）自主点検作業が適切に実施されていること

（２）自主点検作業が適切に実施され得る十分な社内体制や不正防止策が確立

　　されていること

を調査し、その中間報告を平成１４年１１月１５日にとりまとめ、報告した。

  その後、引き続き調査を実施し、全ての調査を完了したことから、今回その結果

を最終報告としてとりまとめたものである。

２．調査体制（添付１－１、２参照）

  当社は、平成１４年９月４日、「原子力発電所自主点検調査委員会」（以下、「調査

委員会」という。）を、また「調査委員会」のもとに「調査部会」および「評価部会」

を設置した。「調査部会」は、自主点検作業が適切に実施されていることの調査と実

施体制や不正防止策の確立状況に関する点検を行った。なお、作業を効率的に行う

ために「調査部会｣の傘下に「記録点検ＷＧ」および「業務点検ＷＧ」を設け調査に

あたった。「評価部会」は、「調査部会」が行った調査プロセスや結果を評価した。

調査の透明性、客観性確保の観点から、「評価部会」では原子力部門以外のメンバー

により調査の評価を行った。（評価は添付１－３参照）また「調査部会」（記録点検

ＷＧ、業務点検ＷＧを含む）では当該の自主点検作業を実施した者を除外して調査

にあたり、同時に原子力部門のみならず、お客さま本部、火力、電力システム、経

営改革・ＩＴ、地域共生・広報部門の社内第三者も参画し調査を実施した。さらに

は学識経験者等の社外第三者からなる「自主点検調査プロセス監査顧問会」にて「調

査委員会」が実施する調査のプロセスや結果等について幅広い意見を頂いた。

（開催実績：調査委員会４回、調査部会５回、評価部会５回、自主点検調査プロセ

ス監査顧問会３回）
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３．調査内容

３―１．自主点検作業の実施状況にかかる調査

（１）調査対象範囲

　原子炉容器、炉内構造物、原子炉冷却材圧力バウンダリ設備、非常用炉心冷却設

備、その他の１次系設備、タービン他主要２次系設備に関連する自主点検工事（定

期検査実施範囲含む）、主要改造工事およびトラブル水平展開関連工事について対象

とした。なお、調査については、供用中の機器に加え取替廃棄した機器についても

対象とした。

（２）調査対象期間

原子炉容器、炉内構造物および原子炉冷却材圧力バウンダリ設備については、原

子力安全・保安院からの指示文書（平成 14・09・25 原院第１号）に基づき、過去

１０年間を対象とした。

また、それ以外の機器に関しては、自主点検工事については、非常用炉心冷却設

備は過去５年間、その他の１次系設備、タービン他主要２次系設備は、前回の定期

検査を調査対象とした。また、主要改造工事およびトラブル水平展開関連工事につ

いては調査対象を過去５年間とした。

　　　原子炉格納容器漏えい率検査については、原子力安全・保安院からの指示文書（平

成 14・10・25原院第 4 号）に基づき、過去１０年間を調査対象とした。

なお、調査対象期間が当社が社内的に定めた文書保有期限（当社検査成績書：永

年、工事報告書：5 年）を超えるものについても、可能な限りさかのぼって調査し

た。

　最終報告での調査対象範囲と調査対象期間について、表－１に示す。
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表－１ 調査対象範囲と調査対象期間（最終報告）

自主点検工事 主要改造工事
トラブル水平

展開関連工事

原子炉容器、

炉内構造物
過去 10 年間

原子炉冷却材

圧力バウンダリ設備
過去 10 年間

非常用炉心冷却設備 過去５年間*1)

その他の１次系設備 前回定期検査 過去５年間

原子炉格納容器
  全体漏えい率検査

  局部漏えい率検査

過去 10 年間 －

タービン他

主要２次系設備
前回定期検査 過去５年間

　*1)東京電力福島第一３号機他のＢＷＲプラントで発生したトラブルを受け、原子力安全・保安院から出

された点検指示「制御棒駆動水圧系配管等ステンレス製配管の塩化物に起因する応力腐食割れに関す

る対応について」（平成 14・11・26 原院第２号）に鑑み、燃料取替用水タンクについて調査対象を過

去１０年間とした。

（３）調査方法と調査対象記録

　調査対象である全ての工事５３８３件（自主点検工事３９３９件、主要改造工事

６１９件、トラブル水平展開関連工事８２５件）に関して、

・当社保有の点検記録（定期検査成績書および自主点検成績書）

・当社保有の工事報告書

・工事施工会社保有の工事報告書

・工事施工会社保有の工事記録

を調査した。（調査要領は添付２、作業内容は添付３－１、調査対象工事リストは添

付３－２参照）

  工事施工会社２５社保有の工事記録、工事報告書についても、当社調査員が工事

施工会社に赴き、調査を実施した。（添付３－３参照）

　　　なお、調査段階で、調査員が記載内容の不明確なものについて、関係者からの聴

き取りを実施し、問題のないことを確認している。
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（４）調査の視点

　ａ．当社保有の点検記録および工事報告書ならびに施工会社保有の工事報告書および

工事記録間に矛盾、必要な技術情報の削除等がないかを調査した。

　ｂ．電気事業法に照らして、工事計画の認可申請または届出等が必要であるにもかか

わらず、これを行わずに工事を実施していないか、また供用前の機器に技術基準適

合義務違反がないかを調査した。

　ｃ．電気事業法、原子炉等規制法および大臣通達による軽微な故障等の報告基準に基

づく国への報告が適切に行われているか否かを調査した。

３－２．自主点検作業の実施体制や不正防止策の確立状況にかかる総点検

（１）自主点検作業にかかる社内体制および作業実施状況の点検（添付４－１参照）

　自主点検作業の計画、実施、検査・試験、評価、記録等の業務の各段階毎に関連

する社内標準を調査対象とした。（添付５－１参照）

  調査にあたっては、品質保証の観点から（財）日本電気協会で作成された民間基

準「原子力発電所の品質保証指針(JEAG4101-2000)」を参照し、必要な事項が社内標

準に盛り込まれているかを調査した。

　また、自主点検作業が社内標準に沿って適切に実施、報告されているかを、各発

電所至近の定期自主点検工事、主要改造工事およびトラブル水平展開関連工事につ

いて合計３０件を選定し、それらの帳票類等を調査した

  過去に発生した不具合事例が社内標準に沿って適切に処理されているかを点検す

るため、至近の不具合事例について６件を選定し、それらの帳票類等を調査した。（添

付５－２、３参照）

　（２）不正防止策の実施状況の点検（添付４－２、３参照）

　「英国ＢＮＦＬでのＭＯＸデータ問題」等過去に発生した事象に関し、対策とし

て実施している活動（添付５－４参照）のうち、今回の事例の観点で対応すると考

えられる項目を抽出し、平成１３、１４年度における実施状況について点検した。

  また、東京電力の事象の調査報告等を踏まえ、その教訓事項に関し、当社の状況

について点検を実施した。

４．調査結果

４－１．自主点検作業の実施状況にかかる調査

（１）自主点検作業にかかる工事報告書等の調査結果

  対象とした自主点検工事（定期検査実施範囲含む）、主要改造工事およびトラブル
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水平展開関連工事の工事報告書等について、以下のとおり問題のないことを確認し

た。

ａ．当社保有の点検記録および工事報告書ならびに工事施工会社保有の工事報告書

および工事記録間に矛盾および必要な技術情報の削除等は認められなかった。

ｂ．電気事業法に照らして、工事計画の認可申請または届出等が必要なものは、工

事計画認可申請８５件、工事計画届出１２０件、溶接検査１６１件あり、それ

ぞれ適切に手続きがなされていることを確認した。それ以外については、手続

きは不要であることを確認した。また、供用前の機器に技術基準適合義務違反

は認められなかった。

ｃ．電気事業法、原子炉等規制法および大臣通達による軽微な故障等の報告基準に

基づく国への報告が必要なものは対象は２１件あり、それらは適切に報告され

ていることを確認した。

（２）原子炉格納容器漏えい率検査にかかる調査結果

  原子力安全・保安院の追加指示に基づき、過去１０年間を対象として、工事報告

書等の調査および聴き取りを実施した結果、適切に行われていることを確認した。

（３）品質保証上改善すべき事項

    　品質保証の観点から、以下の改善すべき点が認められた。

ａ．検査成績書等における記載不備および工事報告書の紛失

（ａ）検査成績書等の記載不備（添付６－１参照）

  調査対象とした検査成績書等（約３００万枚）の一部に記載不備が認めら

れた。その内訳は以下のとおり。

検査成績書の記載不備    ：８８件 工事報告書の記載不備：６７７件

測定値等                ：２３件 添付もれ              ：４５件

機器名称、番号、日付等  ：３９件 落丁                  ：３６件

ページ番号誤り        ：８２件

 内

 訳
検査結果入力欄へのｻｲﾝ等 ：２６件

その他単純な誤記    ：５１４件

  これらについては、当社の検査成績書と工事施工会社保有の工事報告書と

の対比、文書の整合性等を確認することで問題のないことを確認した。

（ｂ）工事報告書の紛失（添付６－２参照）

  工事施工会社から提出されている工事報告書のうち、文書保有期限内で、

紛失した工事報告書があった。（工事報告書約４０００冊中、紛失３件）



6

なお、工事施工会社保有の工事報告書のうち、同様に紛失した工事報告書が

１件あった。

　

当社保有の工事報告書を紛失した当該工事は、当社検査成績書と工事施工会

社の保有する工事報告書を確認することで問題ないことを確認した。また、

工事施工会社保有の工事報告書を紛失した当該工事については、当社検査成

績書と当社保有の工事報告書を照合し、検査成績書に記された事項が正しい

ことを確認した。また当社保有の工事報告書を工事施工会社へ持ち込み、評

価部会メンバー立会のもと、工事当事者からの聴き取りにより、筆跡等から

当該施工会社で作成されたものであり、その内容についても問題ないことを

確認した。

  本件の再発防止の観点から、平成１４年１１月、若狭支社長名にて、品質記録の

記載、保存の厳正な管理について若狭支社・各発電所に周知徹底した。

  また、従来から、重要書類の品質向上活動の一環として、書類作成にかかわる役

職者の役割分担の明確化や転記ミスの防止のためのダブルチエックを実施している

ところであるが、今後、自主点検の成績書も本活動に追加し、さらなる品質向上に

努める。

  工事施工会社に対しても、品質記録の記載、保存の厳正な管理の徹底について依

頼したところである（平成１５年３月１４日）。今後、今回の点検で抽出された事例

を事例集としてとりまとめ、それを基に品質管理協議会等を通じて協力会社ととも

に記載不備の原因にさかのぼって検討していく。また、現在試運用中の「保全総合

システム」を活用し、転記ミス等の防止を図っていく。

  さらに、平成１５年６月に発電所に設置予定の品質保証活動推進のための組織（後

述）において、上記の品質記録の適正化を含めた品質保証システムの維持改善を図

ることとする。

  ｂ．品質管理上共有することが望ましい情報（添付６－３参照）

　品質の維持・向上の観点から、共有することが有意義な情報は、国・県等に情報

提供を行うことが適切と考えられる。今回の調査結果からは、次のような事例が対

象となると考えるので、今後は、開示範囲を明確にしつつ共有していくための仕組

み（共有すべき情報の範囲等）を検討していくこととする。
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  [具体的な事例]

（ａ）「四国電力 伊方 1 号機充てん配管耐圧検査中の漏えい（H12.10.13）」のトラ

ブル水平展開関連工事において、余熱除去系統配管他にて浸透探傷検査により

指示模様が３７箇所認められた。そのうち２３箇所は手入れにて指示を除去し、

残り１４箇所については、設置場所、指示範囲を考慮し、次回定期検査以降の

補修計画を策定した。

　   当該部については、当時発電所において、計算上必要な厚さ評価や応力評価

を行うとともに、きず進展評価により運転継続に支障がないことを確認してお

り、技術基準適合義務違反、報告義務違反に該当するようなものではないこと

を確認していたが、これらを今回の調査において再確認した。

（ｂ）東京電力 福島第一３号機他のトラブルに基づく原子力安全・保安院からの点

検指示「制御棒駆動水圧系配管等ステンレス製配管の塩化物に起因する応力腐

食割れに関する対応について」（平成 14・11・26 原院第 2 号）を受けて、燃料

取替用水タンクに関する点検記録について最終報告の調査対象とした。

　    その結果、燃料取替用水タンクの点検において、浸透探傷検査により指示模

様が８０箇所認められた。そのうち、６２箇所は手入れにて指示を除去し、残

り１８箇所については、評価の結果、判定基準以下であったこと、またタンク

の健全性に影響がないことから再塗装を行った。

　   当該部については、当時発電所において、計算上必要な厚さ評価を行い、タ

ンクの健全性に問題ないことを確認し、技術基準適合義務違反、報告義務違反

に該当するようなものではないことを確認していたが、これらを今回の調査に

おいて再確認した。なお、屋外設置の燃料取替用水タンクについては、計画的

に取替工事を実施している。（美浜１、２、３号機は取替済み、高浜１、２号機、

大飯１、２号機は取替予定）

  当社の自主的な活動として、上記２例を含め、自主点検作業の主要な結果等につ

いて、当社の原子力情報センターや当社のホームページ等を活用して、平成１４年

１１月以降、適宜、お知らせしている。

当社ホームページ等で公開した事例：（添付６―４参照）

・原子炉容器上蓋の予防保全対策（平成１４年１１月１５日）

・高浜１号機 原子炉容器炉内計装筒管台の保全について

（平成１５年２月１２日）

・大飯３号機 蒸気発生器管支持板ＢＥＣ穴点検工事（平成１５年２月２１日）
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  なお、中間報告提出後、原子力安全・保安院より追加説明の要求があったことに鑑み、

中間報告以降の調査の過程で抽出された軽度な補修事例を、添付６－５に示す。これら

は技術基準適合義務違反、報告義務違反に該当するようなものではないことを確認して

いる。

４－２．自主点検作業の実施体制や不正防止策の確立状況にかかる総点検

（１）自主点検作業にかかる社内体制および作業実施状況の点検結果

  社内標準が品質保証にかかる民間基準「原子力発電所の品質保証指針(JEAG4101-

2000)」に照らして適切であるか、について点検した結果、社内標準は民間基準の要

求事項の各項目に照らして適切に規定されていることを確認した。

  また、実際の点検作業が社内標準に従って適切に実施されているか、を代表事例

（自主点検工事、主要改造工事およびトラブル水平展開関連工事、合計３０件）に

ついて調査した結果、自主点検作業は適切に実施されていること、また不具合事例

（合計６件）は適切に処理されていることを確認した。（添付７－１参照）

  なお、「４―１（３）品質保証上改善すべき事項」において、工事報告書の紛失等

が確認されたことから、品質記録の記載、保存の厳正な管理を徹底していくことと

する。さらに、国の原子力安全規制法制検討小委員会の中間報告等も勘案して、今

後、さらなる品質保証の充実を図っていく。

（２）不正防止策の実施状況の点検結果

ａ．過去に策定した不正防止策等の実施状況

      従来から原子力安全行動指針の制定、セーフティカルチャーの教育実施、協力会

社との一体感の醸成活動などの各種の活動を推進してきているところであるが、今

回、これらの活動が着実に実施されていることを確認した。（添付７－２参照）

ｂ．東京電力事象の調査報告書からの教訓事項の点検

  東京電力事象の調査報告書（東京電力報告書：平成１４年９月１７日、原子力安

全・保安院報告書：平成１４年１０月１日）から社内体制にかかるものと意識向上

にかかるものに分けて教訓事項を抽出し、当社での実施状況を確認した。

  調査の結果、基本的な社内体制は整備されており、法令遵守、風通しのよい職場

づくり等の意識向上活動が着実に実施されていることを確認した。今後とも、品質

保証の充実に向けた活動を推進していくこととする。（添付７－３、４参照）
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５．さらなる品質保証の改善に向けた取組み

  当社は、電気事業として初めて本格的にＴＱＣ／ＴＱＭを導入し、全社的な品質

管理の改善に努めてきた。また、美浜２号機蒸気発生器伝熱管破断事故や英国ＢＮ

ＦＬにおけるＭＯＸデータ問題等の負の遺産を教訓として活用し、プラントの安全

はもとより地元との信頼、社会的透明性の向上活動を推進してきた。具体的には、

原子力部門とは独立した品質・安全監査室原子力監査グループ、品質・安全委員会

や原子力事業本部原燃品質・安全グループの設置など品質保証体制の強化を図ると

ともに、原子力安全行動指針を策定し、原子力安全の確保を第一に、品質レベルや

透明性の向上に取り組んできた。

  保安活動全体の信頼性、整合性を確保するために品質保証活動の充実を図ること

は重要であり、今回の調査の結果、得られた改善すべき事項を発展・拡大していく

観点からも、以下のとおり取り組んでいく。

（１）品質保証体制の整備

　平成１２年６月に、若狭支社に原子力発電所の品質・安全の拠点として安全管理

本部を設置し、安全管理の徹底活動等を実施してきているが、今後さらに品質記録

の記載、保存の厳正な管理の徹底等、品質保証活動の充実を図ることとする。

　これに加え、発電所における品質保証活動を強力に推進するため、平成１５年６

月を目途として、発電所に、品質保証システムの維持改善を図る、各課（室）から

独立した所長直轄の組織を新たに設置することを予定している。

　また、当社では品質・安全監査室が各部門から独立した立場で監査を実施し、部

門に対し助言・勧告を行っている。その際には、社外の有識者からもご意見を頂き

ながら経営層レベルでの審議を行っており、それらの活動を通じて、今後とも継続

して品質・安全の維持向上に努めていく。

（２）品質管理上共有することが望ましい情報の公開

  国への報告基準に該当しない事象について、技術情報の共有化の観点から、共有

すべき保全品質情報として公開していくことを検討する。

  現在、国大においてトラブル報告基準の明確化、産・官・学で共有する保全品質

情報について検討している状況にあり、この検討状況も踏まえながら、共有すべき

情報の基準案を策定し、事例を整備していくこととしている。

　また、併せて社内および国・県等の社外との情報共有の仕組み、さらにはその共

有している情報の公開方法、全国レベルで情報を共有するためのシステムについて

も検討していくこととする。
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  なお、平成１４年１１月以降、当社の自主的な活動として、定期検査等で実施す

る自主点検作業の主要な結果等について当社の原子力情報センターや当社のホーム

ページ等を活用して、適宜、お知らせしているところである。

（３）全社的なコンプライアンス体制構築

  最近の企業不祥事の続発を踏まえ、企業の法令遵守の厳正化を検討してきたが、

さらなる信頼の確保・風通しのよい企業文化の醸成を目的として「関西電力コンプ

ライアンス委員会」を設置した（平成１４年１１月１５日）。

  その後、本委員会での議論を踏まえ、新たなコンプライアンス活動を進めている。

具体的には、コンプライアンスの全社員への徹底を図るため「コンプライアンス・

マニュアル」を策定するとともに、コンプライアンスの観点から疑問を相談できる

「コンプライアンス相談窓口」を設置、運用を開始している（平成１５年２月１７

日）。

（４）現場を中心とした法令遵守意識のさらなる浸透と風通しのよい職場づくりのため

の取組み（添付８参照）

　従来から、法令の遵守、風通しのよい職場づくりのため、各種の活動を推進して

きたところであるが、これをさらに発展拡大させるため、平成１４年１２月から半

年間を「ル－ル遵守と風通しのよい職場づくりキャンペ－ン」期間と設定し、取り

組んでいるところである。このキャンペーンのねらいは、ル－ルを遵守し、社内お

よび協力会社との風通しのよい職場づくりを目指し、社員一人一人が主役の意識を

持って行動し、日常の業務の中に上記の意識を根付かせようとするものであり、具

体的には若狭支社および発電所の全社員が安全行動宣言を設定し実践するとともに、

各所属長がその実施状況のフォローを実施している。また、当社と協力会社間で自

由な意見交換ができる雰囲気作り醸成活動として、当社社員による協力会社朝礼へ

の参加、ツールボックスミーティングへの参加等を実施している。

　さらに、キャンペ－ンの一環として、本店、若狭支社幹部による当社社員への訓

辞、対話も実施している。

６．おわりに

  自主点検作業にかかる総点検の結果、報告書等の改ざん等の不正、報告義務違反、

技術基準適合義務違反および無認可工事等は認められなかった。また自主点検作業

に関する社内体制が確立されており、不正防止策が適切に行われていることを確認

した。
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  今後、当社としては、さらなる品質保証の改善に向けた取組みを進めるとともに、

地元の方々をはじめ、皆様に信頼していただけるよう、原子力発電所の安定・安全

運転に取り組んでいく所存である。               

 以　    上



12

（添付資料一覧）

添付１―１．調査体制

添付１－２．自主点検調査プロセス監査顧問会メンバー

添付１－３．調査部会の点検に対する評価部会の評価

添付２．    自主点検作業にかかる調査要領

添付３－１．自主点検作業の内容

添付３－２．最終報告の範囲、期間における工事件数、工事件名

添付３－３．調査対象工事施工会社と調査実施期間

添付４－１．自主点検作業の適切性確保に関する点検要領（１）社内体制の点検

添付４－２．（２）不正防止策の実施状況の点検（過去からの対策の実施状況の点検）

添付４―３．（２）不正防止策の実施状況の点検（東電報告書等からの教訓事項に関

する点検）

添付５－１．自主点検作業にかかる社内標準体系

添付５－２．調査対象とした自主点検作業件名一覧表

添付５－３．調査対象とした不具合事例一覧表

添付５－４．過去の類似事象等に対する当社の対策、実施内容

添付６－１．記載不備が認められた検査成績書等

添付６－２．紛失した工事報告書

添付６－３．品質管理上共有することが望ましい情報について

添付６－４．当社ホームページ等で公開した事例

添付６－５．軽度な補修事例

添付７－１．自主点検作業が適切に実施される社内体制にあることの点検結果

添付７－２．過去から実施している不正防止策の実施状況の点検結果

添付７－３．東電報告書等からの教訓事項に関する点検まとめ（社内体制関連）

添付７－４．東電報告書等からの教訓事項に関する点検まとめ（意識向上関連）

添付８.     ルール遵守と風通しのよい職場づくりキャンペーンについて




































































































































































































































	表紙
	目次
	１．はじめに
	２．調査体制
	３．調査内容
	３－１．自主点検作業の実施状況にかかる調査
	（１）調査対象範囲
	（２）調査対象期間
	（３）調査方法と調査対象記録
	（４）調査の視点
	３－２．自主点検作業の実施体制や不正防止策の確立状況にかかる総点検
	（１）自主点検作業にかかる社内体制および作業実施状況の点検
	（２）不正防止策の実施状況の点検

	４．調査結果
	４－１．自主点検作業の実施状況にかかる調査
	（１）自主点検作業にかかる工事報告書等の調査結果
	（２）原子炉格納容器漏えい率検査にかかる調査結果
	（３）品質保証上改善すべき事項
	ａ．検査成績書等における記載不備および工事報告書の紛失
	ｂ．品質管理上共有することが望ましい情報

	４－２．自主点検作業の実施体制や不正防止策の確立状況にかかる総点検
	（１）自主点検作業にかかる社内体制および作業実施状況の点検結果
	（２）不正防止策の実施状況の点検結果

	５．さらなる品質保証の改善に向けた取組み
	（１）品質保証体制の整備
	（２）品質管理上共有することが望ましい情報の公開
	（３）全社的なコンプライアンス体制構築
	（４）現場を中心とした法令遵守意識のさらなる浸透と風通しのよい職場づくりのための取組み


	６．おわりに

	添付資料一覧
	添付資料１－１．調査体制
	添付資料１－２．自主点検調査プロセス監査顧問会メンバー
	添付資料１－３．調査部会の点検に対する評価部会の評価
	添付資料２．自主点検作業にかかる調査要領
	添付資料３－１．自主点検作業の内容
	添付資料３－２．最終報告の範囲、期間における工事件数、工事件名
	添付資料３－３．調査対象工事施工会社と調査実施期間
	添付資料４－１．自主点検作業の適切性確保に関する点検要領（１）社内体制の点検
	添付資料４－２．（２）不正防止策の実施状況の点検（過去からの対策の実施状況の点検）

	添付資料４－３．（２）不正防止策の実施状況の点検（東電報告書等からの教訓事項に関する点検）

	添付資料５－１．自主点検作業にかかる社内標準体系

	添付資料５－２．調査対象とした自主点検作業件名一覧表

	添付資料５－３．調査対象とした不具合事例一覧表

	添付資料５－４．過去の類似事象等に対する当社の対策、実施内容

	添付資料６－１．記載不備が認められた点検成績書等

	添付資料６－２．紛失した工事報告書

	添付資料６－３．品質管理上共有することが望ましい情報について

	添付資料６－４．当社ホームページ等で公開した事例

	添付資料６－５．軽度な補修事例

	添付資料７－１．自主点検作業が適切に実施される社内体制にあることの点検結果

	添付資料７－２．過去から実施している不正防止策の実施状況の点検結果

	添付資料７－３．東電報告書からの教訓事項に関する点検まとめ（社内体制関連）

	添付資料７－４．東電報告書からの教訓事項に関する点検まとめ（意識向上関連）

	添付資料８．ルール遵守と風邪通しのよい職場づくりキャンペーンについて




